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国民健康保険の被保険者証と高齢受給者証の一体化について 

 

１．目的 

本市では、被保険者が 70歳になると、被保険者証（以下、「保険証」といいます。）に加

えて、医療機関を受診する際に窓口で支払う一部負担金の割合（２割または３割。以下、

「負担割合」といいます。）を記載した高齢受給者証（以下、「高齢証」といいます。）を交

付しています。 

来年７月から、高齢証の機能を備えた保険証（以下、「一体証」といいます。）を交付し、

被保険者の利便性の向上と負担軽減を図ろうとするものです。 

 

２．現状 

現在、70 歳から 74 歳の人は、保険証に加えて高齢証を追加で管理する手間がかかって

います。また、保険証か高齢証のいずれかを誤って破棄してしまう問題や、医療機関に１

枚だけを持参し事後の精算手続き等が発生してしまう問題があります。 

 

３．保険証の有効期限の変更 

現在、兵庫県下の市町では保険証の有効期限が 11月末日とされています。 

他方、高齢証にはその年の８月１日から翌年 7 月末までの１年間における医療機関窓口

での負担割合を記載しなければならない関係上、有効期限が毎年７月末日となるため、高

齢証と同様に負担割合を記載する一体証の場合は、その有効期限を 7 月末日とすることと

されています。 

このため、本市では、本年 11月に一斉更新する保険証からは、その有効期限を令和２年

７月末日としたうえで、その後、一体証に切り替えます。 

 

４．今後のスケジュール 

（１）令和元年 11月：保険証の一斉更新 

現行の保険証の様式で交付します。有効期限は令和２年７月末となります。 

（２）令和２年７月：保険証と高齢証の一斉更新 

一体証の様式で交付します。有効期限は令和３年７月末となります。 

  ※令和３年７月以降も毎年同様のサイクルとなります。 

 

５．国・県等の状況 

国・県においては、被保険者の利便性向上等の観点から、一体証の普及促進を目指し

ています。 
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※大きさや材質について、現行の保険証からの変更はありません。 


